
【ＤＯ（実施）】

④

3,458,728

0

県支出金

地方債

12,509

820,253

その他

一般財源

①重度の視覚障がい者を支援する同行援護及び単身での移動に支障のある障がい者を支援する移動支援であるが、平成28年度は移動支
援の新規申請者数の減のために目標値を下回った。

②平成28年度にねんりんピックが開催され、障害者就労支援施設等から物品等を調達したため、目標を上回った。

今後の見込みとして、障害福祉サービス全体の利用は増加傾向にあるため、扶助費の支出額は今後も増加する見込みである。

指標名

同行援護及び移動支援の給付者数

障害者就労施設等からの市役所の優先調達額（国
体関連受注額を除く）

070104 障がい児支援の充実

障がい児の発達を促進するため、幼稚園、保育所（園）、認定こども園、小・中学校、療
育支援機関などが連携し、障がいの早期発見や障がい児の成長過程に応じた支援に取り組
みます。
また、障がい児を持つ保護者の育児不安の解消や負担軽減を図るため、障害児一時預かり
事業など、障がい児家庭の支援を行います。

070103 就労支援の充実

障がい者の就労機会の拡大を図るため、大村市障害者自立支援協議会やハローワークなど
の関係機関と連携し、事業所等に対する障がい者雇用の啓発に取り組みます。
また、障がい者就労施設からの優先調達を推進するとともに、地域における販路拡大に努
め、障がい者の所得向上による生活の安定を目指します。

070102
日常生活を支援するサー
ビス等の充実

障がい者の日常生活を支援するため、生活介護、自立訓練などの日中活動系サービ
スや居宅介護などの訪問系サービス等の充実を図ります。
また、短期入所や移動支援、日中一時支援事業などにより、家族等の負担を軽減し
ます。

施策の概要

070101
相談支援体制の充実・強
化

障がい者の相談支援体制を充実・強化するため、相談支援事業者、サービス提供事業者、
民生委員、ボランティアなどとの連携を強化するとともに、相談支援専門員のスキルアッ
プなどを図ります。
また、障がい者の人権や権利を擁護するため、虐待防止対策と成年後見制度の活用促進に
取り組みます。
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施策 0701 障がい者の自立支援の充実 施策推進担当部 福祉保健部

H29目標値 H30目標値

H29実績値 H30実績値

基準値
（H26）

H28目標値

H28実績値

施策の方針
障がい者の相談体制を充実・強化し、それぞれの障がいに応じたサービス等を充実させるとともに、就
労支援、障がい児支援の充実を図る。

基本計画における目標値

平成 29 年度 施策評価表

単位
H28年度

達成率 進捗率

39,455

1,480,562

3,153,570

人件費

施策達成状況の説明

フルコスト

13,583

983,193

決算
（単位:千円）

959,251

15,154

0

866,270

1,618,053

内
訳



【ＣＨＥＣＫ（評価）】

【ＡＣＴＩＯＮ（改善・改革）】

平成30年度新規事業

【評価調整委員会意見】

【最終評価（都市経営戦略会議）】

評価調整委員会意見のとおり

≪特記事項≫

1 施策推進担当部意見のとおり
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問題点・課
題を踏まえ
た施策構成
事務事業の
改善・改革
や新規事業
についての
考え方

　関係機関の連携については、大村市障害者自立支援協議会に、相談支援、地域生活支援、就労支援、こども支援及び権利
擁護支援を個別に行う専門部会を設置しており、困難事例等に対し的確で素早い対応を取るとともに情報の共有化を行い、
地域における障がい者の自立支援の充実を目指す。
　

事業名（仮称） 担当課 対象・事業概要など
H30年度見込

事業費

施策を達成
する上での
問題点・課
題

≪特記事項≫

　障害者基本法及び障害者総合支援法等の整備によって、障害福祉制度は充実し、障害福祉サービスの利用者も年々増加し
ているが、生涯を通じた切れ目のない支援を提供するためには、引続き、福祉、教育、雇用、医療機関等関係機関との連携
が必要である。特に、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」など障がい児への支援を必要とするケースが増えてお
り、支援体制の強化が必要である。
　「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（平成28年6月3日
公布）」の平成30年4月1日施行に向け、障がい者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対
する支援を充実させ、また、障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図れるように環境整
備が必要である。
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